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　４月３日、豊郷町役場において平成27年度「豊郷町
交通指導員」の委嘱状交付式および「交通安全シルバー
キャラバン隊員」の任命式が行われました。
　春、秋の交通安全運動、毎月の早朝立番、役場前の
交差点で行われるマナーアップ啓発、学校で開催され
る交通安全教室でのご指導など年間を通してご活躍い
ただきます。

　４月15日に豊郷小学校で、４月22日に日栄小学校で春の
交通安全教室が行われました。
　豊郷駐在所や彦根警察署の警察官からお話があった後、
スクールガード、交通指導員、シルバーキャラバン隊員の皆
さんにご協力いただき、全校児童が登校班ごとに、安全な歩
行や横断の仕方について、踏切や交差点、横断歩道の摸擬
コースを回って安全確認をしました。
　地域の皆さんの温かい見守りとともに、児童一人ひとりが
正しい交通ルールを身につけて、交通事故のない学校生活
を送りましょう。

両小学校で交通安全教室開催

交通指導員・シルバーキャラバン隊員の皆さま
よろしくお願いします

まちの話題

警部補　嶋津育雄さん
（豊郷駐在所　所長）

巡査部長　藤田佳子さん

豊郷小・日栄小豊郷小・日栄小

まちの
駐在さん
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委員　三木 英治さん（再任）

任期は平成27年４月１日から平成30年３月31
日までの３年間です。

　行政相談委員は、総務大臣が民間有識
者に委嘱をした方で、みなさんの身近な相
談相手として、国の事務に関する苦情など
の相談を受け付け、助言や関係行政機関
に対する通知などを行っていただいていま
す。ご相談は無料・秘密厳守です。
（相談についてはP２１をご覧ください。）

まちの話題

固定資産評価審査委員

平成27年度各字役員さん　
 　　　　　　よろしくお願いします。

区　長 区長代理 農業組合長 衛生班長 公民館分館長 自警団長

辻　　敏秀 角田　清武 伊藤　好男 中野　郁子 松宮　辰博 吉村　祐司

岸田　義彦 加藤　良雄 岸田　義彦 森田　建次 藤田　聡一 伊藤　勝庸

田中　三郎 西村伊兵衞 林　　幸治 岡野　政則 安居　智紀 加藤　光夫

田中　岩雄 中川捨次郎 田中　弘次 田中　雅彦 田中　　薫 田中　久司

本田　淸和 植田　利之 山口　則義 尾上　良久 大野　義光 本田　淸和

大西　英樹 増田　和弥 谷川　　隆 角田　雅人 佐々木義隆 前田　文好

藤野　洋一 久木　　保 藤野　正雄 藤野　茂一 青山　　繁 久木　達也

北村繁太郎 吉田　志郎 小島　靖磨 西川　重隆 善利　克史 北村　大輔

加藤　晶久 上田　寛之 藤野総五郎 漁師　　明 村林　安芳 佐々木　聡

北川　喜隆 小林　　太 高橋　　勲 藤野　秀明 北村　昭博 小林　篤史

勝間　文男 辻　　敏夫 渡辺　篤則 宮川　　登 辻　　眞一 上田龍太郎

西山　太藏 西山　爲佐男 西山　治郎 元持　次央 西山　　立 西山　洋平

山田　治夫 夏原　哲夫 古川傳次郎 丸橋　　眞 西山　茂文 北川　　勝

嶋瀬　德三 西山　哲朗 岸田　和士 松岡　　豊

吉川　力造 中川　和次 北村　純一 中川　和次 山田　勝也 新田　博文

富田　國雪 前田　　豊 鈴木　　昇 尾上　幸太 松江　　聡 奥村　　俊

豊郷町区域の
行政相談委員

古市 和子さん

石 畑

四十九院

安 食 西

安 食 南

三 ツ 池

大 町

高 野 瀬

沢

下 枝

上 枝

吉 田

雨 降 野

八 町

八 目

杉

日 栄

行政相談委員行行行行行政行政政政相政相相相談委相談談談委談談委委委員委員員行政相談委員
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　緑のカーテンとは、単年性のつる性植物(ゴーヤ、アサガオなど)を使って、直射日光からの日よけと
葉っぱからの蒸散作用によって、室内温度を下げ、快適な空間をもたらすものです。
　湖東地域では、温暖化対策の取り組みとして緑のカーテンづくりを応援します。
　今年度も昨年度と同様に、湖東定住自立圏での1市4町で開催します。

【内　容】苗の育て方、設置方法など
【参加費】無料
【募集締切】
　それぞれの日程の２日前まで
（受付：平日8時30分～17時15分）
【プレゼント】
　受講者にゴーヤの苗を配布
　※講習会の受講者はコンテスト参
　　加に登録していただきます

「緑のカーテンコンテスト」への参加者を募集しております。
省エネルギー対策のひとつとして、緑のカーテンを普及することを目
的としています。
【応募部門】①家庭部門　②店舗・事業所部門　③公共施設部門
【表　　彰】賞状・記念品の贈呈
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真と感想文を添え
　　　　　て提出いただきます。（応募用紙は、受付窓口などに設置
　　　　　予定です。）
【応募期間】平成27年8月3日（月）～9月11日（金）（土日・祝日を除く）
【そ の 他】審査の実施、表彰方法等の詳細は、後日お知らせします。

～緑のカーテンコンテストも合同開催します～～緑のカーテンコンテストも合同～緑のカーテンコンテストも合同開催開催しましますす～～～緑のカーテンコンテストも合同開催します～

◆申し込み・応募受付・問い合わせ◆　住民生活課　☎３５－８１１５ （湖東定住自立圏推進協議会環境・ごみ処理部会）

クリーン通信
住民生活課　  ☎35-8115

し尿収集カレンダー　（6月分）

※字名の後にある○印の数字は、お申し込みいただいた収集回数を表しています。
　①は1ヶ月に1回、②は２ヵ月に1回、③は３ヶ月に１回での収集申し込みを表します。
　　(例)「安食西①」の場合は、１ヶ月に１回収集で申し込んでいただいている安食西のお宅の収集日です。
　なお、今月の収集予定表に記載のない字については、翌月以降の収集となります。
※不定期でお申し込みの方は、原則として「不定期日」での収集となります。
※１ヶ月に２回のお宅については、原則１回目をご自分の字の月１回収集日（①）に行い、２回目を１回
目から15日後（2～3日は前後します）に収集します。

※「－」の日時は、他町の集落の収集日となっています。

問い合わせ　湖東広域衛生管理組合（☎ ３５－４０5８） 　クリーンライフ湖東有限責任事業組合（☎ ３５－５２０５）

安食西①②
安食南①

沢①・高野瀬②・下枝①②③
―

石畑①・吉田①③
雨降野①③・八町①
三ツ池①②③

杉②③・日栄①②③
―

四十九院①・大町①・高野瀬①・八町③
安食南②

1日（月）
 ４日（木）
 ８日（月）
９日（火）
11日（木）
15日（月）
18日（木）
22日（月）
24日（水）
25日（木）
29日（月）

安食西①②
安食南①

沢①・高野瀬②・下枝①②③
不　定　期

石畑①・吉田①③
不　定　期
三ツ池①②③

杉②③・日栄①②③
不　定　期

四十九院①・大町①・高野瀬①・八町③
安食南②

午　後午　前日

緑のカーテン栽培講習会の受講者を募集します！

日　時 場　所 人数
5月10日（日）   9:00 ～12:00 豊郷町隣保館 30人
5月17 日（日）  9:00 ～12:00 彦根市人権・福祉交流会館 多目的ルーム 50人
5月23日（土）  9:00 ～12:00 甲良町公民館 30人
6月 6日（土）13:30 ～14:30 滋賀県立大学（湖風夏祭り会場） 30人

※昨年度の受講者数は、68名

湖 東 定 住
自立圏事業
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年金金金 料 納付国国国国国国国国民民民民年年年民民年年年年金金金年年金金金金金金金金保保保保保保保保険険険険料険険険険料料料料の料料のののののの納納納納付付付付納納付付付付国民年金保険料の納付
　平成２７年４月分から平成２８年３月
分までの国民年金保険料は、
月額１５，５９０円です。
　保険料は、日本年金機構から送られ
る納付書により、金融機関・郵便局・
コンビニで納めることができます。
　また、クレジットカードによる納付や
インターネット等を利用しての納付、そ
して便利でお得な口
座振替もあります。保
険料は、納付期限（翌
月末日）までに納めま
しょう。

○特別弔慰金の趣旨
　戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいた
し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するもの
です。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万円に増額する
とともに、５年ごとに国債を交付することとしています。
○支給対象者
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がい
ない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

　１．平成27年４月１日までに戦傷病戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２．戦没者等の子
　３．戦没者等の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順
　　　番が入れ替わります。

　４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
○請求期間　平成30年４月２日まで
　　　　　　（請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意く
　　　　　 ださい。）

○請求窓口　役場　保健福祉課　（お住まいの市区町村の援護担当課）
　　※なお、平成32年４月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年４月１日から請求受付
　　を開始する予定です。

問い合わせ先　住民生活課　☎３５－８１１５
問い合わせ先　総務企画課　☎３５－８１１２

問い合わせ先　税務課　☎３５－８１１9

問い合わせ先　保健福祉課　☎３５－８１１６

○特別弔慰金の趣旨

○支給対象者

○支給内容　
○請求期間　

○請求窓口　

夏の軽装奨励について
　毎年省エネルギーの一環として、夏には「職員のエコス
タイル（ノー上着、ノーネクタイ）」を実施しています。今年
は５月１日(金)から１０月３1日(土)まで実施することになり
ました。皆さまのご理解とご協力をよろくお願いします。

　町税の滞納整理をさらに積極的に進めるため、滋賀県、
愛荘町、甲良町と共同で税の徴収に取り組みます。
　平成２７年８月から、徴収担当を税務課分室として県湖
東合同庁舎（彦根市元町４番１号）に配置し、県や各町とと
もに、町税の滞納整理、徹底した滞納処分などを進めま
す。取組開始後は、納税相談や滞納処分などに関するお問
い合わせについては、県湖東合同庁舎の徴収担当までご
連絡いただくことになりますので、ご理解をお願いします。

町税の滞納整理をさらに積極的に進めます

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金が支給されます
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　本町の町づくりの基本テーマは、「一人ひとりの笑顔があふれ、小さな
町に大きな希望」です。そこで、教育委員会では、下記の重点施策を中心
にさまざまな取り組みを進めていきます。また、今年度から保育園の業
務が教育委員会に移行しました。０歳から１５歳までの育ちはもちろん
のこと、生涯学習の視点に立って、教育行政を推進してまいりますので
町民みなさま方のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

教育委員会

平成 27年度教育行政方針

『ふるさとに誇りをもち、心豊かでたくましい人づくり、
　　　　　　　　　　　　「笑顔あふれ文化漂う豊郷」を目指します』

Ⅰ. 「生きる力」を育む教育の推進

Ⅲ. 学び支え合う教育の推進 Ⅳ. 笑顔と健康の推進

Ⅱ. 育ちを支える教育の推進 
１ 豊かな心を育む教育の推進（徳）
○心身の健康は、まず家庭　○すべての子に居場
所のある学校･園　○社会性や思いやりの心、規
範意識の醸成　○互いの人権を尊重する心や態
度の育成　○感性を豊かにする活動の推進
２ 確かな学力を育む教育の推進（知）
○学ぶ力を高め、確かな学力をつけるための授業
改善　○学びの機会の充実　○課題解決のため
の思考力･判断力･表現力の育成　○学習に取り組
もうとする意欲の喚起　○少人数指導の充実　○
多文化共生社会に向けた国際理解教育の推進

３ 健やかな体を育む教育の推進（体）
○規則正しい生活習慣の確立　○体力の向上と
健康教育の推進　○健全な心身を維持する食育
の推進　○歯の健康づくりの推奨
４ 多様なニーズに対応した教育の推進
○共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育
の構築
○一人ひとりを大切にする特別支援教育の充実
５ 進路実現に向けた教育の推進
○自己実現を図る進路指導の
充実
○中学生チャレンジウィーク
事業の充実　

１ 魅力と活力があり信頼される学校･園づくり
○地域と共に歩む特色ある学校づくり　○学校
評価の改善工夫と保護者・地域への公表　○地域
に開かれた学校活動の推進
２ 教師力を高める研修の充実
○町内勤務教職員の先進地研修の実施　○教職
員の専門性、指導力向上を図る研究・研修の充実
○保・幼・小・中連携で取り組むなめらかな教育の
推進
３ 教育相談・子育て支援の充実
○学校や園における教育相談活動の充実　○ス
クールカウンセラーを活用し
た教育相談の充実　○子育
て支援センター・学童保育・保
健福祉課等関係機関との連
携
４ 安心･安全な学校・園づくり
○居場所のある学校･園づくり　○交通安全指導
の強化　○防災教育や防災体制の見直し
５ 地域で子どもを育てる環境づくり
　○家庭との連携による学びの推進
　○PTA活動の活性化  
　○地域・保護者・関係機関との連携強化

１ 「つどう」地域の担い手を育てる仕組みづくり
○活力ある地域づくりのための人材育成　○公
民館と分館の連携強化　○気軽に立ち寄れる公
民館活動の推奨
２ 「まなぶ」豊かな教育資源を生かした事業の推進
○人間性を高める文化教養講座の開催　○地域
人材の活用と文化の伝承　○子ども読書の展開
○土曜日の学習支援
３ 「むすぶ」互いにつながる地域社会づくりの構築
○「顔見知り」を増やした青少年の健全育成　
○人権教育の推進と人権意識の高揚
○絆づくりの推進

１ 楽しく親しむスポーツ・レクレーション事業の展開
○身近なものとして親しむニュースポーツ事業の
推進
２ 保健体育行政のサービス向上
○NPO法人と連携した町民のためのスポーツ振
興事業の展開
３ 町民の健康と体力の増進
○スポーツ推進計画の推
進　○健康と体力づくり
事業の推進

化

6
2015年
5月号



教育委員会

具体的な学びの重点５条

今年度取り組む重点

15歳の春を笑顔で迎えるために

（次の５点を大切に考えています）

１．「ありがとう」「ごめんなさい」が言える子
　○心を育みます
　　謙虚な心で相手のことを思いやる子を育てます
　○ほめることを大切にします
　　ほめられて自信を持つと意欲がわきます
２．聞く（聴く）ことのできる子
　○「聞く・聴く」など傾聴の姿勢を大切にします
　　「話しことば」を大切にします　
　○信頼感と安心感を育てます
　　アイコンタクトをとりながら話します
３．家庭学習「学年×１０分」が継続できる子
　○学ぶ力の基礎を大切にします
　　机に向かうなど習慣化を図ります
　○「家庭学習手引き」を活用します
　　保護者の支援が子どもを伸ばします
４．本に親しむ子
　○美しい日本語を大切にします
　　「読書のすすめ」を伝えていきます
　○読み聞かせを大切にします
　　考える力がつき、心を豊かにします
５．本物を体験する子
　○本物に触れる機会を大切にします
　　視る、聴く、匂う、味わう、触れるなど五感を通した体験活動を増やします
　○感性を育てます
　　きれい、素敵だと感じる心、文化のさと「豊郷」につながります

学校･園教育
○「わが校の学力向上策」をチームで検討
　標準学力検査の実施と分析
○「本との出会い活性化事業」の充実
　小中における図書館司書（支援員）の活用と児童生徒が本に触れる機会の推進
○小中連携授業の充実
　なめらかな接続を図る連携授業の実施（小学校高学年の専科を見通した取組）
○小中学校の外国語活動の充実
　ＡＬＴを活用した保・幼・小・中学校英語教育の向上
○「豊郷教育の日（１１月上旬）」の設定（フリー参観）
   保・幼・小・中学校一斉授業参観
○広報の充実（各校園）
　学校だより、ＨＰの活用
社会教育
○地域の子は地域で育てる運動の実施
○「本好き！！豊郷っこ」の実践
○土曜日学習の充実

保
幼
小
中
の
連
携
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豊郷町で受けられるがん検診・骨粗しょう症健診

医療保険課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です

　日本人の２人に１人が“がん”になる可能性があるといわれており、年間約35万
人の人が“がん”で亡くなっています。これは日本全体の年間死亡者総数の約３人
に１人の割合となり、“がん”は日本人の死亡原因の第１位を占めています。
　豊郷町のがん検診受診率は、滋賀県の中でもかなり低いほうですが、受診され
た方の中から早期がんが見つかり治療につながった方もおられます。
　がんの早期発見のための「がん検診」は、がんの死亡率を減少させることのでき
る重要な方法です。この機会にぜひ検診を受けましょう。

～検診による早期発見が最善の対策法～検 による早期発見 最 の対策法検診による早期発見が最善の対策法
『がん検診』を受けてみませんか？

検診名 対　　　象 検診内容

胃がん検診

大腸がん検診

40歳以上の方　※妊娠中の方は受けられません
次の方は医療機関で受けてください
①胃の手術をしたことがある方（胃を切除した方など）
②消化管穿孔あるいはその疑いがある方
③バリウムに対するアレルギーのある方
④胃や腸に強い自覚症状がある方
⑤極度に便秘の方（排便間隔が１週間に１回程度の方）
⑥むせやすい方（誤嚥するおそれのある方）
⑦ご自身で体勢を変えることができない方

40歳以上の方

せんこう

ご えん

かく

バリウムによる
胃のレントゲン検査

子宮頸がん
　検　診

20歳以上の女性で、
昨年度（平成26年４月～平成27年３月）に
子宮頸がん検診を受診していない方
次の方は医療機関で受けてください
①子宮の手術をしたことがある方
②妊娠中の方
③性交経験のない方

乳がん検診

40歳以上の女性で、
昨年度（平成26年４月～平成27年３月）に
乳がん検診を受診していない方
次の方は医療機関で受けてください
①しこりを自覚している方　
②乳頭異常分泌のある方
③過去に乳がんの治療を受けた方、または受診中の方
④豊胸手術を受けた方

内診・子宮頸部の細胞診

医師による視触診と
マンモグラフィ
（乳房レントゲン検査）

肺がん検診
40歳以上の方　※妊娠中の方は受けられません
・今年度結核検診（胸のレントゲン）を受けた方は受け
　られません
・喀たん検査のみの受診はできません

胸部レントゲン撮影と
喀たん検査
（喫煙の度合いや血たんなどの症状
により必要と診断された方のみ）

２日分の便の
潜血検査

骨粗しょう症
健　診 30歳以上の女性 腕（肘から手首）のレントゲン

撮影による骨量の測定

かく
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平成27年度　がん検診等日程

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

女性対象

医療保険課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です

滋賀県の健康づくりキャラクター
しがのハグ＆クミ

　生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じ
て「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる
人間を育てることです。
　私たちにとって毎日欠かせない「食」をめぐる様々な問題について
日頃から気になっている人も多いのではないのでしょうか。

①「食」を大切にする心
②栄養バランスのよい食事
③肥満や生活習慣病（がん、糖尿病など）の予防
④過度のダイエットはやめる
⑤「食」の安全を守る
⑥「食」の地産地消
⑦伝統ある食文化を見つめなおす

食育とは？
６ 月 は 食 育 月 間 で す！ ６月１日～30日

月　日

６月16日（火）

７月29日（水）

８月28日（金）

10月20日（火）

10月22日（木）

11月 ４日（水）

12月 ５日（土）

１月14日（木）

受付時間

午前９時～11時

午前９時～11時

午前９時～11時

午後１時30分～３時

午前９時～11時

午前９時～11時

午前９時～11時

午前９時～11時
平成28年

会　場 胃がん
検診

乳がん
検診

肺がん・
結核検診

子宮頸がん
検診

骨粗しょう
症検診

大腸がん
検診

豊栄のさと

豊栄のさと

豊栄のさと

豊栄のさと

豊栄のさと
いきいきルーム

豊栄のさと
いきいきルーム

豊栄のさと
いきいきルーム

豊栄のさと
いきいきルーム

色つきの日は「特定健診・成人すこやか健診」も
同時に受けられる総合健診の日です
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医療保険課課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です

こころとからだのほっと相談
誰にも言えない心や体の悩み、一人で抱え込まず相談してみませんか？

精神保健福祉や認知症等の相談指導を行うことにより、心の健康や高齢者の健康状態
に対する正しい知識と理解を深めるとともに、医療・保健・福祉の側面から個別に支
援を行います。

本人および家族の相談に応じ、アルコール関連問題への早期対応と継続的な援助を
行います。

心の健康に不安を持つ本人および家族に対して、相談を実施しています。

【実施方法】　■面接相談により、本人および家族等の訴え（問題）の概要、経過（生活歴等）、既往歴、
家族環境等をうかがいます。

■面接相談の結果に基づいて、医学的診断を行い、方針を決定します。
■診断内容に応じて、医療機関、施設等への紹介、医学的指導、ケースワーク等を行います。

【開催場所】　原則として湖東健康福祉事務所（彦根保健所）にて実施しますが、必要に応じて訪問等を行
います。

【開催日時】平成27年度日程　毎月第３木曜日　１３時３０分～１５時３０分（予約制）

開催場所・問い合わせは … 湖東健康福祉事務所（彦根保健所）彦根市和田町41番地
　 ☎０７４９－２１－０２８３

こころの
健康相談

月

日

５月

21日

６月

18日

７月

16日

８月

20日

９月

17日

10月

15日

11月

19日

12月

17日
１月
21日

２月

18日

３月

17日

【開催場所】　原則として湖東健康福祉事務所（彦根保健所）にて実施しますが、必要に応じて訪問等を行
います。

【開催日時】平成27年度の日程　偶数月の第３金曜日　１４時～１５時３０分（予約制）

月

日

平成28年２月

19日

６月

19日

８月

21日

10月

16日

12月

18日

【開催場所】　原則として湖東健康福祉事務所（彦根保健所）にて
　　　　　　実施しますが、必要に応じて訪問等を行います。

【開催日時】平成27年度の日程　１４時～１５時３０分（予約制）

うつ病相談

アルコール
相談

★相談はすべて予約制です。

平成28年

月

日

５月

22日㈮

６月

４日㈭

７月

３日㈮

８月

７日㈮

９月

３日㈭

10月

２日㈮

11月

５日㈭

12月

４日㈮
１月
８日㈮

２月

５日㈮

３月

４日㈮

平成28年
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地域包括支援センター  ☎35-8057

豊郷町在住のおおむね65歳以上の方を対象に教室を開催します。

日 程【平成27年】 内　容

第１回

第２回

第３回

６月１２日（金）

６月１９日（金）

６月２６日（金）

豊郷の現状と認知症について

認知症予防のための体の動かし方

認知症予防のための頭の使い方
※本教室は３回シリーズです。すべてに出席される方の予約を優先させていただきます。

時　間 申し込み締め切り１３：３０～１５：００

場　所 豊郷町隣保館

参加費 無料 申し込み先

持ち物 筆記用具・タオル 豊郷町地域包括支援センター
☎３５－８０５７

申し込み締め切り平成２７年５月２２日（金）

生活基本チェックリストの回収について
　65歳から74歳の方（介護保険未申請の方）
に生活基本チェックリストを送付しています。

　必要事項をご記入のうえ、返信
用封筒にて送付くださいますよう
よろしくお願いします。

締切日：５月15日（金）
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子育て支援センター　  ☎35-2450
子育て支援だより

豊郷町 子育て支援センター
　子育て中の保護者のみなさんとお子さんが気がねなく集い、
ゆっくりと遊んでいただく場です。午前中はいろいろな遊びを
計画しています。また支援センターは保護者さんどうしの情報
交換の場でもあります！ お気軽にお越しください。

堤 清司
支援センター長

　この４月より子育て
支援センター長として
勤務させていただくこ
とになりました。
　子どももお家の人も
来ていただきやすいセ
ンターを目指して職員
一同がんばりますので
宜しくお願いします。

※支援センターの始まりは ８時30分～ です ！！

センターの予定カレン
ダーを作りました。
みんなと一緒にやって
みると、チョキチョキ
やのりぺたぺたも出来
るようになりました。
どんどんチャレンジし
てみましょう！

ひろばには同じ学年になるお友
達のつながりや、ママどうしのつ
ながりが生まれています。10月の
ひろばでは、彦根市の庄堺公園
へバスでお出かけしました。木の
実やどんぐりを拾いましたね。秋
を見つけられたお出かけでした。

午後からは、おうちの人やお友達といっしょに自由に
遊んでもらえます。ゆっくりと過ごせる午後のひとと
き？！ であるのか？ にぎやかな午後のひとときである
のか？は、その日その時でちがいますが、お友だちと
お誘いあわせておこしいただけるとよいのでは？！
新たな人つながりが生まれるか知れませんよ！！

「子育てひろば」は町内に住
む、同年齢のお子さんと保護
者さん達が集って親子で触れ
合ったり、季節や発達段階に
応じた遊びを楽しみます。

「子育てひろば」の開催日で
も対象のお子さん以外の方
もいつも通りにプレイルーム
でお遊びして頂けます。
是非お越しください！

みんなでノリノリ♪
アンパンマン体操を
しています。「あひ
るのダンス」「エビ
カニクス」もしてい
ます。
みんなでおしりフリ
フリ！とってもかわ
いいですよ。

スタンプ遊びを楽し
みました。スタンプで
模様をつけてきれい
なオリジナルデザイン
の出来上がりです。
おもしろ～い！もっと
やりた～～い！

お子さん達は手遊び、
お歌、体を動かすこと
が好きです。バルーン
を作って中に入り込ん
だり跳び上がったり… 
親子で動けることも
最大の魅力ですね。

みんなでいろんな遊びを楽しんでいます！

年齢毎に、　　　　　　　　　  

午前のようす

午後のようす

年こそだてひろば

みんなで
かぼちゃクッキー
を作って頂きました！
自分で作ってみると
特別おいしかった
ですね～！！

午後からも楽しく
お遊びしています。
この日は手作り
おもちゃでお遊び
しています！

お弁当タイム センターの午後は
流れる時間が
ゆったりですよ！
ママ、のんびりして
くださいね！

新たな人つながりが生まれ

午後からも楽

ぞう（2歳児）・うさぎ（1歳児）・ひよこ（0歳児）
のクラスにわかれています。

ひろばのみんなと一緒に、愛里保
育園の園庭でお遊びをさせてい
ただきました。お砂あそびやすべ
り台、ぶらんこをしたりトンネル
をくぐったり、お山に登ったり！
楽しいひとときを過ごすことが
できましたね！

ひよこクラスで、簡単なおもち
ゃを作りました。ガラガラや、
水に浮かべて遊べるおもち
ゃ。今回はなき笛を使ってか
わいいうさぎやくまができま
した。ひよこ年齢のお友だち
みんなみんなよっといで～！
お待ちしています！
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子育て支援センター　  ☎35-2450
子育て支援だより

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば遊びのひろば

午後 遊びのひろば遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば遊びのひろば

遊びのひろば

午前

午前

午前

月曜日 火 水 木 金 土 日

午前

午前 ねんどで
遊ぼう

人形劇鑑賞会
（豊郷幼稚園）

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午後

午後

遊びのひろば 遊びのひろば遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

 

 

図書館の
「ぴよぴよお話し会」
に参加しよう

「4・5月生まれ」
の誕生会

おやつ作りを
楽しもう

遊びのひろば

新聞紙で
遊ぼう

リズムにのって
あそぼう♪

新聞紙で
遊ぼう

おりがみで
遊ぼう

ねんどで
遊ぼう

カードで
遊ぼう

新聞紙で
遊ぼう

スタンプで
遊ぼう

おやつ作りを
楽しもう

スタンプで
遊ぼう

ママ！小物作りを
楽しもう

サーキットで
あそぼう

－

センターよていひょうセンターよていひょうセンターよていひょう（5月11日～6月12日）
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体
山
超
え
谷
越
え
夢
連
れ
て
　
　
乙
比
古

七
月
の
冠
句
題

歴
史
訪
う

忙
し
い

野
は
豊

第329号
冠句集

ぞうクラス 平成24年４月２日～
平成25年４月１日 生まれのお子さん

うさぎクラス 平成25年４月２日～
平成26年４月１日 生まれのお子さん

ひよこクラス 平成26年４月２日～
平成27年４月１日 生まれのお子さん
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社会教育課　☎35-8010

前期〔５月30日（土）～６月５日（金）〕   後期〔６月６日（土）～24日（水）〕

図書館リサイクルフェアを開催します

 

《プロフィール》 
 ５歳からピアノを始め、高校、大学とピアノ専攻に進学。19 歳の時原因不明の病気にか
かり入院。それが自分の道を考えるきっかけとなり、歌の道に入る。活動を始めて 1 年半
頃、喉に痛みを感じ 2 週間ほど声が出なくなった。それ以降、今の手話を取り入れたスタ
イルとなる。現在は、コンサートだけでなく、教育現場や福祉施設での講演も積極的に行
っている。  

 
 

 

 

募集定員：各講座 15人～20人 
申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、受講料を 

添えて社会教育課(豊栄のさと内)まで直接 
お申し込みください。 

応募期間：5月11日（月）～ 5月22日（金） 
 
詳細は、全戸配布の［文化教養講座］ 

のチラシをご覧ください。  

＊＊＊ 講座一覧 ＊＊＊ 
  リボンワーク講座 
   フィッシュクラフト講座 
 美文字硬筆講座 
オカリナ講座 

   フラワーアレンジ講座 
 切り絵講座 
ガラスアート講座 

   陶芸講座  
寄せ植え講座 

 ※各講座４回～７回です。 

New

New

New

座

対　　象：18歳以上どなたでも（但し、高校生は除く）

黄緑色
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新しく入った本のなかから

賴

町立図書館　☎35-8040

町立図書館　☎35-8040　／　社会教育課　☎35-8010 
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税務課　  ☎35-8119
税だより

軽自動車税 税制改正のお知らせ（平成27年4月１日現在の法令に基づくご案内）
　車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正及び平成27年度税制改
正により、軽自動車税の税率変更が行われます。

　平成28年度課税から次のとおりとなります。
　※当初、平成26年度税制改正により、平成27年度課税から税率の引き上げを実施する予定でしたが、平成27年度税
制改正により実施期間が１年間延期されました。

　平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「②新税率」の、平成28年4月1日以後の賦課期日（毎年4月1日）
現在に、新車新規登録から13年を超える車両は「③重課税率」のとおりとなります。
　なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は変更ありません。（現在の税
率である「①現行税率」のとおりとなります。）

　平成28年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいも
のについて、グリーン化特例（軽課）が適用されます。
　平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した
車両について、平成28年度のみ下の表の税率が適用されます。

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％低減）
(イ)乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
　  貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
(ウ)乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準達成車
　  貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
※(イ)、(ウ)については、（揮発油）ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付自転車及び二輪車等

四輪以上及び三輪の軽自動車

三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例（軽課）が適用されます

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに
被けん引車を除きます。

車　種　区　分 ①現行税率 ②新税率 ③重課税率 
（平成28年度～）

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪以上
乗　用

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物用
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

車　種　区　分
税率（年税額）

( ア ) 税率を概ね
75%軽減

(イ ) 税率を概ね
50%軽減

(ウ ) 税率を概ね
25%軽減

軽自動車

三　輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪以上
乗　用

自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

貨物用
自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円
営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円

車　種　区　分
平成 27年度まで 平成 28 年度から

総排気量 定格出力

原動機付
自 転 車

50㏄以下　 0.6kw以下 1,000 円 2,000 円
50㏄超 90㏄以下 0.6kw 超 0.8kw以下 1,200 円 2,000 円
90㏄超125㏄以下　 0.8kw 超 1,600 円 2,400 円

ミニカー 20㏄超 50cc 以下 
（三輪以上）　

0.25kw 超 0.6 kw以下
（三輪以上） 2,500 円 3,700 円

小型特殊
自動車

農耕用 1,600 円 2,000 円
その他 4,700 円 5,800 円

　軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
　小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

※
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税務課  ☎35-8119
税だより

問い合わせ先　税務課　☎35-8119

固定資産税のお知らせ
　固定資産税額は、評価額ではなく課税標準額に税率をかけて計算します。平成６年度に、土地の評価方法
が変わり、ほとんどの地域で評価額が大きく上昇することになりました。　　
　そのため、税額が急に上がるのを防ぐために課税標準額を少しずつ上げていく措置（負担調整措置）が講
じられています。この措置により、評価額が下がっている場合でも負担水準の低い土地は税額が上がる場合
があります。

　滋賀県と県内全ての市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義
務のある全ての事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとしました。
　特別徴収制度は、給与支払者（事業者）が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人
住民税（市町民税、県民税）を徴収（引き去り）し、納入していただく制度です。
　地方税法および各市町の条例により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、
個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
　なお、従業員が常時１０名未満の事業者は、申請により、通常１２回の納期を２回とすることができます。
　特別徴収の手続など詳しくは、以下の電話番号までお問い合わせください。

■給与所得者（従業員）は･･･
◎毎月、給与から徴収（引き去り）されるため、納め
忘れがありません。
◎納税のために、納期ごとに金融機関へ出向く必要
がありません。
◎納期が、普通徴収（納付書、口座振替による納
付）の４回に比べ、特別徴収は12回であることか
ら、1回当たりの負担が少なくて済みます。

負担調整措置
区　分 負担水準（※１） 当　年　度　課　税　標　準　額

等
地
業
商

70%超過 当年度評価額× 70%

60%以上 70%以下 前年度課税標準額に据え置き

60%未満
前年度課税標準額に当年度評価額の 5%を加算
ただし、当年度評価額の 60%を超えるときは 60%相当額
　　　　当年度評価額の 20%未満のときは 20%相当額

地
用
宅
住 平

成
27
年
度

100% 前年度課税標準額に据え置き

100%未満

前年度課税標準額に当年度本則課税標準額の 5%を加算
　平成27年度本則課税標準額の20%未満のときは
　 20%相当額
※本則課税標準額 = 評価額 × 住宅用地特例率
　住宅用地特例率　小規模住宅用地　固定資産税 1/6
　　　　　　　　　一般住宅用地　　固定資産税 1/3

（※１）「負担水準」 ＝ 前年度課税標準額 ÷ 当年度評価額（本則課税標準額）

～滋賀県と県内すべての市町から事業主の皆様へ重要なお知らせです～

特別徴収のメリット

平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

■給与支払者（事業者）は･･･
◎市町が税額の計算を行うため、所得税と違い、税
額計算や年末調整の必要がありません。
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人権政策課　  ☎35-8113
人権だより

すすす月１日は『人権擁護委員の日』です６月６６月１日は『人権擁護委員の日』で６６月１日は『人『人権人権擁権擁擁護護委員委員の員の日』ですすすすです６月１日は『人権擁護委員の日』です

　人権とは、私たちが社会生活において幸福な生活を営むため
の必要な固有の権利であり、すべての国民に保障されています。
　このことから1949年(昭和24年)6月1日に人権擁護委員法が
制定され、同日を「人権擁護委員の日」と定めました。
　この日を中心として、全国的に相談所を開設するなど、人権擁
護のための活動を展開、人権尊重の啓発に努めています。
　なお、本町においての相談日は次のようになっています。

　この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や
第三者に交付した場合に交付した事実を本人にお知らせするものです。
　これにより、不正な請求により取得した戸籍謄本等を使用した人権侵害
の防止や委任状の偽造、身元調査の未然防止につながります。
　本町では現在、９１名の方に登録いただいております。
　登録には、本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写真入りの証
明書）が必要ですが、手続きは無料です。詳しくは、役場住民生活課・人権政策課へお問い合わせく
ださい。

～「人 権 擁 護 委 員 の 日」 に つ い て～

定例相談日 ５月25日(月)　
13:30～15:30（隣保館）

「委員の日」相談日 ６月１日(月)　
13:30～15:30

（隣保館と豊郷小学校旧校舎群の2ヶ所で開設します）

人権擁護委員さんです
　高橋　文子さん（吉　田）
　西山　　肇さん（雨降野)
　安田誠兵衛さん（日　栄）
　浅居　絹代さん（安食南）

♡擁護委員さんは、みなさん
の相談パートナーです。困った
ことがあたらお気軽にご相談
ください。
　なお、相談に関する内容等
は絶対に厳守いたしますので、
ご安心ください。

～～～～～～～知知ららなない間に、あなたの「情報」が取られてていいるる～～～～～～～～～知らない間に、あなたの「情報」が取られている～

役場住民生活課窓口で
登録します。（豊郷町に
住民登録している人、
本籍がある人なら誰で
も登録できます。手続き
は、とても簡単です！）

事前登録 (希望者のみ)
代理人・第三者から請
求があれば、内容を審
査のうえ、住民票の写
しなどを交付します。

代理人・第三者から請求
役場住民生活課から、
登録者に交付した事実
を通知します。

登録者への通知
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人権政策課　  ☎35-8113

◆借金問題について、弁護士・司法書士に無料で相談できます。ひとりで悩まず相談窓口に相談しましょう。

○
募
集
す
る
住
宅

● 

レ
イ
ク
サ
イ
ド
・
花
園
　
１
戸

● 

宮
ノ
西
団
地
　
　
　
　
　
１
戸

● 

佃
団
地
　
　
　
　
　
　
　
１
戸

● 

大
溝
団
地
　
　
　
　
　
　
１
戸

（
住
宅
の
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
）

○
受
付
期
間

平
成
27
年
５
月
18
日（
月
）〜 

平

成
27
年
５
月
29
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
、祭
日
は
除
く
）午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

ま
で
に
人
権
政
策
課（
役
場
本
庁

２
階
）へ
申
込
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○
入
居
者
の
決
定

　　
　

　
６
月
中
下
旬

（
申
込
件
数
が
募
集
戸
数
を
上

回
っ
た
場
合
は
公
開
抽
選
と
な

り
ま
す
。）

○
入
居
で
き
る
時
期

　
７
月
上
旬

○
申
込
資
格

豊
郷
町
内
に
３
ケ
月
以
上
住
所

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

町
税
及
び
そ
の
他
使
用
料
等
を

完
納
し
て
い
る
こ
と
。

現
に
同
居
し
、ま
た
は
同
居
す
る

親
族
が
い
る
方
。

（
単
身
で
も
申
込
で
き
る
場
合
が

あ
る
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

所
得
要
件
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
詳
し
く
は
募
集
案
内
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
そ
の
他

募
集
案
内
・
申
込
書
等
は
、人
権

政
策
課
で
配
布
し
て
お
り
ま
す
。

申
込
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、事
前
に
人
権
政
策
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

　
人
権
政
策
課
　
☎(

35)

８
１
１
３
　

５月は消費者月間です！
＜県内多重債務関連相談窓口＞

問い合わせ　総務企画課　☎35-8112

相談窓口 相談時間 料金 相談場所 相談日 相談時間 予約電話

滋賀弁護士会 30分 無料
※初回のみ

大津地区
（弁護士会館）

毎週月・木・金曜日 9:30～12:00

077-522-3238
予約受付(平日）
  9:00～12:00
13:00～17:00

毎週月～金曜日 13:30～16:00
大津地区
(担当弁護士
事務所)

原則　第2土曜日
および第4日曜日 13:00～16:00

彦根・長浜地区
(担当弁護士
事務所)

毎週月・水・金曜日 13:30～16:00
毎週木曜日 9:30～12:00

原則　第2土曜日
および第4日曜日 13:00～16:00

滋賀県
司法書士会 45分 無料

大津会場
(滋賀県司調会館)

毎週水曜日 13:00～16:00
077-527-5545

第2・第4土曜日 9:30～12:30
彦根会場
(彦根勤労
福祉会館)

第1・第3水曜日 18:30～20:30
077-527-5576

第3土曜日 9:30～12:30

法テラス滋賀
(日本司法支援
センター滋賀
地方事務所)

30分

無料
※民事法律扶
助の資力要件
を満たす必要
がある

大津会場
(法テラス滋賀)

毎週月曜日 13:00～16:00

0503383-
5454

毎週木曜日 10:00～12:00
13:00～15:30

彦根・長浜地区
第1・第3木曜日 13:00～16:00
第2・第4木曜日 10:00～11:30

法テラス
サポートダイヤル － 無料 電話相談

平日 9:00～21:00
0570-078374

土曜日 9:00～17:00
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消防だより
彦根消防署犬上分署　☎38-3130

ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガススススススススススススススススススススス機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器にににににににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガススススススススススススススススススススス事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故ののののののののののののののののののののの防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止ガス機器による火災およびガス事故の防止
　都市ガスやプロパンガスは、便利で私たちの生活になくてはならないものですが、取扱いを誤ると火
災や爆発などの大きな事故につながります。また、不完全燃焼によって発生する一酸化炭素中毒事故
も恐ろしいものです。そこで、ガスを使う時は次の点に注意し、ガスによる火災や事故を防ぎましょう。

ガス機器の正しい取り付け
　ガスコンロやガスストーブを壁や柱に近づけて使用
すると、壁面等を熱に強い材料で覆っていても、壁の内
部で木材が炭化して、低温でも発火することがありま
す。そのため、壁や柱などから十分な距離を取って使用
するようにして下さい。
　また、ガス漏れを防止するために、ゴムホースは器具
との接続部分をホースバンドでしっかりと締め付け、あ
まり長く伸ばさないようにして、ひび割れなどが無いか
ときどき点検をしましょう。

ガス機器の正しい取扱い
　ガス機器を点火や消火するときは、必ず目で見て火
がついたか、消えたかどうかを確認して下さい。
　また、コンロの周りには燃えやすいものは置かないよ
うにしましょう。
　ガスコンロの火災で多いのは、天ぷらなどの揚げ物
をしている時の火災です。揚げ物をするときはその場
を離れないで下さい。どうしても離れなければならない
場合は、短時間でも必ずコンロの火を消して下さい。

十分な換気
　ガスが燃焼するときは、たくさんの空気（酸素）が必
要となります。換気が十分に行われないと不完全燃焼

を起こし、一酸化炭素が発生して大変危険です。室内
でガス器具を使用するときは、換気扇を回したり、とき
どき窓を開けるなどして十分に換気をして下さい。

ガス漏れに気づいた時の注意点
　ガス臭いと感じたり、ガス漏れに気が付いたときは、
ガス器具の使用を中止してガスの元栓を閉めて、扉や
窓を大きく開けて空気の入れ替えをして下さい。特に、
プロパンガスは空気より重く、室内に滞留しやすいの
で注意が必要です。
　また、その際、マッチやライターなどの裸火、照明な
どのスイッチやコンセントプラグには絶対に触らない
で下さい。換気扇も厳禁です。電気火花が発生し、爆発
を起こす危険があります。

地震が発生したときの注意点
　ガス器具を使用中に地震が発生したら、まず第１に
自分の身の安全を確保してください。大きな地震の場
合は、ガスは自動で停止します。揺れが収まれば、あわ
てないで火を消してガスの元栓を閉めて下さい。
　また、避難の際にはすべての機器を停止させて元栓
を閉じ、併せて電気のブレーカーも切っておいてくだ
さい。これらが開いていると、ガスや電気が復旧した際
にガス漏れや漏電を引き起こし、大変危険です。

ガス機器の正しい取り付け

ガス漏れに気づいた時の注意点

地震が発生したときの注意点

ガス機器の正しい取扱い

十分な換気

平成26年度コミュニティ助成事業

宝くじの助成金で
公民館の備品を整備しました
　財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業の助成金を受
け、四十九院区では、地域コミュニティ活性化に役立てるために会議用
椅子、ホワイトボード等を整備しました。
　コミュニティ助成事業は、宝くじの受託事業収入を財源としていま
す。コミュニティ活動の促進と健全な発展を図るとともに、宝くじの社
会貢献広報を目的としています。

　選挙における投票所の投票立会人および事務従事者の事務執行に関しましてご意見をいただきまし
た。選挙管理委員会では、任務・職務の徹底と再確認を行いまして、今後の選挙を執行することといたし
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   豊郷町選挙管理委員会

ましたましたした

四十九院区
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場　　　所　 豊郷町役場別館３階会議室
相　談　員　 古市　和子さん
ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
問い合わせ    総務企画課 　☎35－8112

彦根行政なんでも相談所の開設彦根行政なんでも相談所の開設

滋賀県立交通事故相談所のご案内
　交通事故は、予期せぬときに発生します。
「車社会」の中で生活している私たちは、事故
防止のためいろいろと努力をしていますが、
不幸にして交通事故に巻き込まれたらどう
すればいいか、皆さんはご存知ですか ?
　損害賠償などについて双方の主張がくい
ちがっていたり、無理難題を言われたり…。
　そんなことでお困りの方のために、滋賀県
では交通事故相談を実施します。
滋賀県立交通事故相談所　大津本所
（大津市松本一丁目２－１　大津合同庁舎３階）
●面接相談：月曜日～金曜日
●電話相談：月曜日～金曜日
　☎０７７－５２８－３４２５
滋賀県立交通事故相談所　彦根分室
（彦根市元町４－１　湖東合同庁舎２階）
●面接相談：火曜日・木曜日
●電話相談：月曜日～金曜日
　☎０７４９－２７－２２３０
※相談時間は９時～12時、13時～16時
　（ただし、土、日、祝日、年末年始は除く）

お知らせ

※

広
告
の
内
容
な
ど
は
、直
接
広
告
主
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■試験の区分
　事務・技術・農業・農業土木・林業
■受験資格
①平成27年４月１日において高等学校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
して２年を経過していない者および平成28
年３月までに高等学校または中等教育学校
卒業見込の者

②人事院が①に準ずると認める者
■申込受付期間
　◎インターネット　６月22日（月）～７月１日（水）
　◎郵送または持参　６月22日（月）～６月24日（水）
■第１次試験日　９月６日（日）
■試験地　京都市・大阪市・神戸市・奈良市・
　　　　 　和歌山市・田辺市　　　　　　　
問い合わせ先　人事院近畿事務局
〒553－8513　大阪市福島区福島１－１－60
☎06－4796－2191（試験第二係）
（ＨＰ）http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

場　所　アル・プラザ彦根　６階　特設会場　
　　　　（大学サテライト・プラザ彦根）
時　間　午後１時30分～４時00分
受　付　午後１時00分～３時30分

開 

設 

期 

日

第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回

平成27年5月28日（木）
　　　　 7月23日（木）
　　　　10月22日（木）
平成28年１月21日（木）

第 2 回 　　　　 7月23日（木）

第 4 回 平成28年１月21日（木）

問い合わせ　滋賀行政評価事務所　☎077－523－1100

広告

平成27年度

　平成27年４月１日より、「滋賀県薬物の濫用
の防止に関する条例」が施行されました。
　滋賀県独自の厳しい規制によって、県内から
危険ドラッグを排除します。

滋賀県・滋賀県警察
お問い合わせ先

滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課
TEL　077－528－3634

危険ドラッグは
ダメよ～
ダメダメ!!
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　平成27年度に豊郷町スポーツ推進計画が策定され
ました。住民の皆さんの運動習慣の定着を図り、いつ
までも健康を維持していくために今年度は月２回を
ベースに５月～12月まで”うんどう教室”を開催致しま
す。体育館アリーナでウォーキングしたり、イスを使っ
てストレッチをしたりしながら参加者のみなさんとお
しゃべりを交え楽しい時間を過ごしませんか。参加者

募集については４月
に全戸配布されたチ
ラシをご覧いただく
か右記までお問い合
わせください。

講　   師：伴　綾子
　　　　　（厚生労働大臣認定　健康運動指導士）
開 催  日：平成27年５月～12月まで
     　　　 （第１週、第３週の金曜日）
開催時間：午後１時00分～午後２時00分
開催場所：豊郷町民体育館
定  　  員：30名
持 ち  物：体育館シューズ、タオル、飲料
保険について：
教室参加途中の事故に関しては補償は致しません。　
教室開催中の事故・傷病への補償は主催者が加入した補
償の範囲内とします。
問合せ先：豊郷町体育協会（豊郷町民体育館内）
　　　　  ☎0749-35-2550　　　　

平成２７年６月１２日(金)
　講師の先生を招き膝や関節、腰痛予防のために椅子やタオルを
使っての体操教室です。
　ご自宅へ帰ってからも繰り返し行えるような内容になっていますので、
是非この機会にご参加ください。
会場：豊郷町民体育館
時間：午後1時～
会費：アザック会員：２００円　非会員：３００円
定員：２０名
　詳細につきましては、後日配布の募集チラシをご覧ください。
　たくさんの方々の参加お待ちしています！

　夜間や休日に薬のことで困った
ら、彦根薬剤師会「夜間・休日お薬
相談窓口」へご相談ください。
　薬剤師がお答えします。
★開設時間　
▷夜間＝21時～翌朝9時
▷休日＝終日

になっていますので、

ご覧ください。

夜間・休日お薬相談窓口
☎ 22-7811

夜間・休日お薬相談窓口

保健行事予定
5月

日 受 付 時 間 事　　　業 対　　　　　象 場所

19日（火）
9:30～11:00 栄養相談 食生活や栄養について相談のある人（予約制） い
9:30～11:00 乳幼児相談 お子さんの健康や子育てについて相談のある人 い

20日（水） 13:00～13:15 ３歳６か月児健診 平成23年10月・11月生まれの児 い

26日（火）
13:00～13:15 10か月児健診 平成26年７月生まれの児 い
13:45～14:00 ４か月児健診 平成27年１月生まれの児 い

29日（金）
9:30～11:00 栄養相談 食生活や栄養について相談のある人（予約制） い
9:30～11:00 乳幼児相談 お子さんの健康や子育てについて相談のある人 い

6月

２日（火）
9:30～11:00 栄養相談 食生活や栄養について相談のある人（予約制） い
9:30～11:00 乳幼児相談 お子さんの健康や子育てについて相談のある人 い
13:00～13:15 １歳６か月児健診 平成25年10月・11月生まれの児 い

体育協会体協
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(５月11日～６月13日)

+
3,620 3,761 7,381 2,836
11 8 19 8+ ++

測定日 測定時間 天候 放射線量
4月24日㈮ 午後1時 晴 0.06μSｖ/ｈ4月の

放射線量 自然放射線 (通常0.01～ 0.2 μＳｖ／ｈ程度 )を超える数値は検出されませんでした。 
※μSｖ/ｈ（マイクロシーベルト／時）
　測定の場所： 豊郷町役場別館庁舎　正面玄関前（地上から１ｍ）
　測定の方法： 測定開始時から、30秒～１分～１分30秒３回の測定の平均値を測定結果とする

図書館・社会教育課行事予定

各園・学校行事予定

５月
11日（月）田植え（浜大津保育園と交流） 　校医検診（２、３、６年） 　手作りクラフト
12日（火）学習参観・PTA総会・学年懇談会 　第１回各種委員会
13日（水）サッカー教室（４、５歳） 　PTA授業参観、PTA総会、部活参観
14日（木）6年修学旅行（～15日） 　内科検診２年 　転倒予防教室
15日（金）人形劇鑑賞 　同窓会役員会議
18日（月）身体測定（幼児） 　校医検診（１、４年） 　内科検診１年 　お点前教室
19日（火）身体測定（乳児） 　シニア＆キッズ交流会 　眼科検診、検尿

20日（水）誕生会 　降誕会の集い（五才児あやめ組） 　鉄棒発表会・PTA総会・学習参観 　
新体力テスト 　転倒予防教室

21日（木）親子バス遠足 　検尿・ギョウ虫検査 　プール掃除 　町PTA連絡協議会総会 　中体連春季総体
22日（金）検尿・ギョウ虫検査 　中体連春季総体、県吹奏楽祭
25日（月）避難訓練 　芸術鑑賞会 　切り絵・絵手紙
26日（火）４年やまのこ 　
27日（水）耳鼻科検診 　避難訓練、郡人教総会 　認知症予防教室
28日（木）サッカー教室（４、５歳） 　歯科検診・検尿（二次） 　内科検診１年 　転倒予防教室
29日（金）眼科検診 　漢字検定・検尿・ギョウ虫検査（二次） 　中間テスト

６月
1日（月）プール開き 　校医検診（５年）
2日（火）各種委員会、中学校交歓スポーツ大会
3日 (水) ５年フローティングスクール（～４日） 　転倒予防教室
4日 (木) 歯科検診 　書道
5日 (金) PTA役員会 　英語検定
6日 (土) フリー参観日・親子活動
8日 (月) 振替休業日 　手作りクラフト
10日 (水) サッカー教室 　耳鼻科検診
11日 (木) 歯科検診 　転倒予防教室
12日 (金) いきいき体操教室○ア
13日 (土) 体育大会

５月
日 時　　間 行　事　内　容 場　　　所

16日（土） 11：00～ とことこおはなし会 ○図おはなしルーム
24日（日） 14：30～ 第1回フロアーコンサート　ピアノ弾き語り yokko（よっこ） ホワイエ
30日（土）～6月24日(水） リサイクルフェア ○図
　　　　図書館休館日　　　５月（3日～6日・11日・17日・18日・25日・28日）

６月
５日（金） 11：00～ ぴよぴよおはなし会 ○図おはなしルーム
６日（土） 10：30～ 子どもえいが会 ○図おはなしルーム
　　　　図書館休館日　　　６月（1日・8日・15日・21日・22日・25日・29日）

気をつけよう!　3月に豊郷町では、交通事故６件・犯罪６件が起きています。
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平成27年３月21日から

平成27年４月20日届出

表紙：豊郷小学校・日栄小学校「春の交通安全教室」

◯ 交付できるもの
1.　住民票の写しの交付
2.　戸籍抄本・謄本の交付
3.　印鑑証明書の交付
4.　印鑑登録

問い合わせ　
住民生活課　☎35-8115　FAX35-4588

住民票などの時間外交付
６月は12日(金)と26日(金)です。

◯ 時間外交付する曜日および時間
1.　毎月第２、第４金曜日の17時15分～19時
　　ただし、祭日の場合は前日に変更します。
2.   ５月は、８日と22日です。

窓口インフォメーション

町税の納付には便利な「振替納税」をご利用ください。
　手続きは、預金口座に使用される印鑑をご持参のうえ、
金融機関または役場へお申し出ください。

問い合わせ
税務課　 35-8119　FAX35-4575

5月の町税は？
 ２ 期………国 民 健 康 保 険 税・
１期………固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税
・
・

コンビニエンスストアでも納付できます。

○

○

とよさとプレミアム商品券
現金1万円で1万3千円分の商品券

予約受付中！
予約方法は２種類！

往復はがきに【住所・氏名・年齢・
冊数・電話番号】、返信面に返信先を
明記の上、豊郷町商工会（下記住所）
にお申込みください。

■〆切 ： 平成27年５月31日（当日の消印有効）
■限定：１世帯２冊まで

往復はがき 豊郷町または豊郷町商工会のホーム
ページ内の商品券予約フォームにて
申込みください。

ホームページ

■先着順ですので予定数に達した時点で受付終了
となります。

30％
お得！！

限定
5,000冊

商品券の内容
　現金1万円で1万3千円分の商品券を１冊（１千円
券13枚綴り）
　１冊には、小規模店舗用７枚（1,000円×７枚）と全
店舗共通券６枚（1,000円×６枚）が綴られています。
　ただし、使用できる店舗が決まっています。（詳し
くは後日お知らせします。）
販売場所　豊郷町商工会館
販売価格　１冊：10,000円
販売開始日　平成27年6月15日（月）
　土・日・祝日を除く平日の午前9時から午後５時
　※予定数に達した時点で販売終了となります。

有効期限　平成28年1月31日（日）
発　行：豊郷町
お問合せ・お申込み：豊郷町商工会
〒529-1169　滋賀県犬上郡豊郷町石畑374-6
☎0749-35-2022

豊郷町プレミアム付商品券取扱事業者を募集!!
取扱事業者　申込・問い合わせ先
豊郷町商工会　☎35-2022（土・日・祝日を除く）

とよさとプレミアム商品券

往復はがき ホームページ

春の全国交通安全運動　５月11（月）～20日（水）
５月20日は「交通事故死ゼロを目指す日」です

24
2015年
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